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１．江北町「有機の里づくり」推進協議会

１）活動の概要

(1)活動の取り組み

江北町では農業生産に伴う生物相など環境の負荷を極力軽減する環境に配慮した持

続可能な農業の展開を推進するため、昭和60年から「江北町防除協議会」を立ち上げ

水稲の減農薬栽培、平成２年からは水稲の減化学肥料・減農薬栽培に関係者一体とな

り取り組んできた。

平成９年に防除協議会を「江北町有機の里づくり推進協議会」として組織名を改変

し、有機栽培への取り組みを強化してきた結果、町内の農業者１２名で組織する「江

北町有機研究会」が水稲でＪＡＳ法に基づく有機認証を取得するなど、県内における

環境保全型農業の先進的な取り組みとして注目を集めている。

〈活動経過〉

年 次 取 り 組 み 内 容 備 考

昭和６０年 江北町防除協議会設立 減農薬栽培の普及

減農薬栽培推進第１次５ヶ年計画の策定

減農薬栽培実証展示圃の設置

６２年 虫見板の全戸配布

６３年 減農薬栽培団地形成

平成 元年 減農薬栽培シンポジウム開催

２年 減農薬栽培推進第２次５ヶ年計画の策定 減農薬栽培の普

減農薬栽培団地の拡大 及と減化学・減農

減化学・減農薬栽培実証展示圃の設置 薬栽培の取り組み

４年 減化学・減農薬栽培団地形成

６年 有機の里づくりシンポジウムの開催

７年 有機の里づくり第１次５ヶ年計画の策定 減化学・減農薬

減化学・減農薬栽培団地の拡大 栽培の普及（有機

特別栽培実証展示圃の設置 減農薬による特別

コープさが生協との田植え交流会の開催 栽培米）

ＪＡ杵島有機米部会設立

８年 有機の里づくりシンポジウムの開催

９年 江北町有機の里づくり推進協議会設立

江北町有機農産物栽培基準の制定

１０年 江北町有機研究会の設立

１１年 有機栽培実証展示圃の設置 有機栽培技術確

１２年 首都圏での販売開始 立に向けた取り組

１３年 農林水産大臣登録認定機関（有機食品認証普及協会） み開始

が水稲3.6ha、蓮根0.5ha、キウイフルーツ0.23haを認定

有機米を学校給食に使用

１４年 有機麦・大豆栽培の実証

(2)栽培上の取り組み

①地域資源の循環による土づくり

耕種農家、畜産農家、消費者等との連携により、粗飼料としての稲ワラの利用
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と家畜糞尿、家庭や事業所から出る生ゴミも堆肥として資源化し、マニュアスプ

レッダ21台で農地に還元している。

②水稲の減化学・減農薬栽培

虫見板を用いた害虫の発生予察や一斉防除により、農薬の散布回数が４回から

２回に減少。

表Ｉ－１ ヒノヒカリ（平坦部）の防除

防除日 農薬名 対象病害虫名 使用量

8/ 5 ４ｋｇレルダンモンセレンＤＬ粉剤 コブノメイガ、紋枯病、イネツトムシ

8/25 ４ｋｇビームバシランガードＤＬ粉剤 カメムシ、コブノメイガ、紋枯病、いもち病

10ａ当たり堆厩肥１ｔを施用して土づくりに努め、元肥に発酵鶏糞340㎏を施

用し、穂肥のみ化学肥料を施用している。

表Ｉ－２ 化学肥料の施用量

肥料名 施肥時期 施用量

ヒノヒカリ ヒヨクモチ

ケイカル、ケイテツ 土壌改良 ２００ｋｇ ２００ｋｇ

スーパーグアノ ４０ ４０

堆 肥 元 肥 １,０００ １,０００

発酵鶏糞 ３４０ ４５０

ＢＢ６０２ 穂 肥 １０ ２０

③有機米の生産

減化学・減農薬栽培米（特別栽培米）が全町的に定着するなか、更なる環境へ

の負荷に留意した持続可能な農業を展開するため、平成11年から化学肥料、化学

合成農薬を一切排除した有機栽培の取組を始め、現在7.7ｈａで有機米を栽培し

ている。

稲藁、麦桿の全量鋤込後、元肥として鶏糞ペレット340㎏を使用し、除草剤を

一切使用せず再生紙マルチ田植機の利用や移植後に米糠ペレットを施用して雑草

の発生を抑制している。

種子の温湯消毒、栽植密度50株/坪以下、深水管理で栽培している。

病害虫に対する対応として竹酢液、自然塩を使用している。

除草機の実演 有機栽培米の検査の様子
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(3)出荷・流通面の取り組み

平成９年から消費者、実需者のニーズに沿った米の生産を行うため、出荷先である

１３業者とＪＡ、生産者代表者からなる「実需者・生産者が語る米消費懇談会」を開

催している。 実需者から、より安全・安心・良食味な有機認定米、特別栽培米の安

定供給が求められており、その声を生産に反映させている。

有機米については「七福米」と名付け、町内の直売所や大都市圏の生協へ契約出荷

するほか、町内の児童や生徒に給食用に供給している。

(4)農家の取組事例

①経営概要

ａ．経営類型 水稲，麦，大豆＋レンコン＋施設園芸（花卉）

ｂ．経営規模 ア，耕地面積 水田３４０ａ

イ，作付面積 水稲２６０ａ，麦類(期間借地含む)４６０ａ，

大豆(生産調整実施年のみ)４０ａ，

レンコン８０ａ，施設園芸(花卉)１０ａ

ｃ．労 働 力 ４人(本人，妻，父，母)

ｄ．有機栽培の取組み

ＪＡＳ認証 ４５ａ

無農薬無化学肥料栽培１００ａ

作業時期 作業内容 使用機械・資材名等 投入量 備考

(10a当)

６月上旬 堆肥散布 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ・牛糞堆肥 1,000kg

ぼかし肥料は米ぬかを主体６月中旬 基肥散布 ﾌﾞﾛｰﾄﾞｷｬｽﾀ・ 肥料 200kgぼかし

に油かすや魚粉からなる６月中旬 耕起 入水 トラクター， ，

代かき

６月下旬 移植 乗用田植機(６条)

６月下旬 除草 手散布，米ぬかﾍﾟﾚｯﾄ 100kg

８月上旬 除草 手取り

10月上旬 収穫 コンバイン

10月 旬 乾燥，調製 乾燥機中下

ｅ．収量、品質（有機栽培ﾋﾉﾋｶﾘ，平成14年産） (cm,本/㎡,kg/10a,g,％)

玄米重 屑米 玄米 検査 玄米ﾀﾝ 含量パク

(収量比) 重 千粒重 等級(格付理由)

477 (131) 36 21.1 ２上(充実不足) 6.5

注) 玄米タンパク含量は，Kett社の近赤外分析機AN-800で測定。

収量は，慣行栽培の平均単収の約８割程度。
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２）推進体制

３）普及センター・関係機関による支援状況

地域全体が「有機の里」となることをめざして、農業者と町、ＪＡ、普及センター

等で構成する「江北町有機の里づくり推進協議会」が主体となり、栽培面積の確保や

消費者との交流会の開催等により環境保全型農業の推進を図ってきた。

江北町

議会

農業委員会

商工会

江北町有機の里づくり
推進協議会

(事務局:江北町産業課)

佐賀みどり
農業協同組合

江北支所

杵島地区
農業共済組合

佐賀みどり農協 特別栽培米部会
(事務局:佐賀みどり農協)

生産組合連絡協議会
(事務局:佐賀みどり農協)

江北町
有機研究会

杵島農業改良
普及センター

総合的な
連携，指導

協議

協議 協議

連携

支援，指導

支援，指導

連携連携

連携

 <業務>
1.企画，立案
2.推進
3.広報
4.研修
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４）普及活動内容と活動のポイント

事 例 の 内 容 普 及 活 動 の ポ イ ン ト

取 「農業者の健康管理」と「食の安 稲作指導の一環として減農薬水稲栽培

り 全性 への取り組みを町長が提唱し に向けた技術指導をしている中で 「江」 、 、

組 関係機関の支援体制が整備され、農 北町防除協議会」の結成とともに、その

み 家の健康保持・農薬散布労働の軽減 構成メンバーとして、主に技術確立にあ

の ・低コスト等の生産者への受益と、 たってきた。平成９年度には「江北町有

背 消費者への安全な農産物の供給をめ 機の里づくり推進協議会」として再編さ

景 ざし、町をあげての減農薬栽培への れ、新たなスタートをきり、関係指導機

取り組みがなされた。 関としての中心的な位置づけとなった。

技 「健全な稲づくり」 「健全な稲づくり」では、実証展示圃の

「 」 、術 ・有機物（稲ワラ・堆肥・発酵鶏糞 設置や指連 作物部会 等で研究協議し

等 等）の投入 減農薬栽培の技術確立を図った。

の ・土壌診断に基づく土づくり、施肥 また、技術面等も含め、ガイドライン

内 により、おいしく安全な有機・減農 に添った展開への支援活動を実施。

容 薬栽培を確立。

と 「顔の見えるおつきあい」 「顔の見えるおつき合い」では、各種イ

支 ・消費者ニーズ把握及び消費者との ベントや消費者との交流活動に参加し、

援 交流（田植え、収穫等） 支援活動を実施。

・消費者が安心できる供給体制確立

生 健康や食の安全対策として、町の 組織化については 「有機の里づくり、

産 基本方針として「有機の里づくり」 推進協議会」のメンバーとして意見交換

農 が打ち出され、実践する農家の誘導 や検討を行い、特に、展示圃農家やリー

家 と発掘が必要であった。 ダーの育成について支援。

の このため、農家への指導の足がか

組 りとして、リーダー的な農家に展示

織 圃を設置し、実証を試みた結果、農

化 家の意識が高まり、組織化へ結びつ

いた。

関 関係機関、団体との主な連携事項 普及活動としては、農業者の意識の高揚

係 ・一斉防除日の設定と実施の展開 と自主的な取り組みについて、対象の実

機 ・防除機の導入 状に応じた技術や経営指導を各担当普及

関 ・組織活動の充実強化 員を中心に実施。

と

の

連

携


